
車両適正配備に
向けた協議

団員安全装備品
配備（入札）

団員安全装備品
配備（入荷予
定）

団員安全装備品
配備（配備）

指 標
（数値目標）

●分団車両の適正配置
　　核となる分団・・ポンプ車又は普通積載自動車
　　分団の「部」・・軽積載自動車
　車両更新時期に合わせた配置計画を進めて行きます。
●団員安全装備品配備計画を進めて行きます。（本年度予算計上）
　　安全半長靴・耐切創性手袋・ライフジャケット・ヘッドライト

【達成年度】

　団車両更新計画・・平成２７年度末
　団員安全装備品配備計画（３カ年計画）・・平成２９年度末

達 成 時 期 平成２８年　３月

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

取り組み ４月 ５月 ６月 12月 １月 ２月 ３月

消防団組織等改
革推進委員会

〇 〇 〇

７月 ８月 ９月 10月 11月

項 目 分団車両の適正配置及び団員の安全装備品配備を進めて行きます。

内 容

　昨年度、分団の統合によって地区の組織作りが概ね完了し消防団
の体制が見えてきました。
　本年度は、分団車両の適正配置の構築。合わせて消防団員の安全
装備品の配備に着手します。

【 今 年 度 】

課　名 総 務 課 （ 消 防 団 ）

№
総 合 計 画

の 区 分

施策の大綱 快適な暮らしを支える生活基盤の整った人とまち

施 策 安全で質の高い住環境の整備

全体 №５７
個別 012-01

平成２７年度［ 消 防 本 部 ］ 組織目標



３月

課　名 警 防 課

10月

項 目 応急手当の普及啓発活動

内 容

　「身近な人は自分達で守る」を主眼とし、救急隊到着までの市民
による応急手当（心肺蘇生法・ＡＥＤの使用・止血法）の実施は極
めて重要です。３カ年計画で進められた対馬市内のＡＥＤ設置普及
が１６８施設、民間施設も合わせると２０１基と設置台数も増加し
ており、設置施設の関係者だけでなくＡＥＤの必要性を広く市民に
周知して、万が一の事態に備える必要があります。
　本年度もＣＡＴＶ、市報等により広報を実施すると共に応急手当
ｅ－ラーニングを活用して講習会の受講時間の短縮を図りながら救
急法等の普及に努めます。

指 標
（数値目標）

【 今 年 度 】
　受講者数は年々増加傾向にあり昨年初めて２，０００名を越えま
したが、目標受講者数の２，５００名は達成できませんでした。こ
れからも、ＡＥＤ設置区民を対象にその効果や重要性を訴えて、受
講機会を設け続けるなど、これまで以上の普通救命講習及び救急法
の指導推進に努め、併せて、ＢＬＳ普及会と協力しながら目標達成
を目指します。

【達成年度】

達 成 時 期

・同　　上

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

２月

№
総 合 計 画

の 区 分

施策の大綱 快適な暮らしを支える生活基盤の整った人とまち

施 策 安全で質の高い住環境の整備

推進広報の実施
（ＣＡＴＶや市
報等を活用）

11月

救命講習
指導推進

平成２８年　３月

12月５月 ６月 ７月 １月８月取り組み ４月 ９月

全体 №５８
個別 012-02

平成２７年度［ 消 防 本 部 ］ 組織目標



1 住宅用火災警報器設置促進のため、火災予防運動や広報を通して
設置促進を図るとともに、住宅防火モデル地区の指定を行います。

2 小規模な既存の宿泊施設に対する自動火災報知設備の早期設置
指導を行います。

1 住宅防火診断を行い、住宅用火災警報器設置率５０％未満の地区
を「ゼロ」にします。

また、住宅防火モデル地区の指定を行います。

2 自動火災報知設備の義務対象となる小規模な既存の宿泊施設５１
施設に対して再通知を行い、全施設の早期設置に取り組みます。
（設置猶予期間平成３０年３月３１日迄）

・平成２７年度末

３月１月 ２月

内 容

指 標
（数値目標）

【 今 年 度 】

【達成年度】

９月５月 ６月 ７月 ８月

項 目 住宅用火災警報器設置促進及び防火対象物の防火対策に取り組みます。

達 成 時 期 平成２８年３月

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

取り組み ４月

住宅用火災警報
器設置促進

防火対象物の防
火対策

10月 11月 12月

課　名 予 防 課

№
総 合 計 画

の 区 分

施策の大綱 対象外

施 策 対象外

全体 №５９
個別 012-03

平成２７年度［ 対 馬 市 消 防 本 部 ］ 組織目標


